
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
及
び
第
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出

療
養
並
び
に
施
設
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に

お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

削
除

三

神
経
変
性
疾
患
の
遺
伝
子
診
断

四

神
経
変
性
疾
患
の
遺
伝
子
診
断

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

家
族
性
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
、
家
族
性
低
カ
リ
ウ
ム
血
症
性
周
期

脊
髄
小
脳
変
性
症
、
家
族
性
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
、
家
族
性
低
カ

性
四
肢
麻
痺
又
は
マ
ッ
ク
リ
ー
ド
症
候
群

リ
ウ
ム
血
症
性
周
期
性
四
肢
麻
痺
又
は
マ
ッ
ク
リ
ー
ド
症
候
群

ひ

ひ

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四
～
七

（
略
）

五
～
八

（
略
）

九

泌
尿
生
殖
器
腫
瘍
後
腹
膜
リ
ン
パ
節
転
移
に
対
す
る
腹
腔
鏡
下
リ
ン
パ

（
削
る
）

く
う

節
郭
清
術

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

泌
尿
生
殖
器
腫
瘍
（
リ
ン
パ
節
転
移
の
場
合
及
び
画
像
に
よ
り
リ
ン

パ
節
転
移
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

専
ら
泌
尿
器
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に
つ
い
て
五
年
以
上

の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

②

泌
尿
器
科
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

④

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師

と
し
て
五
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

①

泌
尿
器
科
及
び
麻
酔
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

②

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
常
勤
の
医
師
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ



て
い
る
こ
と
。

③

病
理
部
門
が
設
置
さ
れ
、
病
理
医
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④

臨
床
工
学
技
士
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤

病
床
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑥

当
直
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑦

緊
急
手
術
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑧

二
十
四
時
間
院
内
検
査
を
実
施
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

⑨

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑩

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑪

当
該
療
養
に
つ
い
て
五
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

。

八

（
略
）

十

（
略
）

（
削
る
）

十
一

歯
周
外
科
治
療
に
お
け
る
バ
イ
オ
・
リ
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
法

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

歯
周
炎
に
よ
る
重
度
垂
直
性
骨
欠
損

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

専
ら
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に
つ

く
う

い
て
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

②

歯
周
病
専
門
医
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
歯
周
病
学
会
が

認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
口
腔
外
科
専
門
医
（
公
益
社
団

く
う

法
人
日
本
口
腔
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
る

く
う

こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

④

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
歯
科

医
師
又
は
補
助
を
行
う
歯
科
医
師
と
し
て
六
例
以
上
の
症
例
を
実

施
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
歯
科

医
師
と
し
て
五
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準



①

歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

く
う

ぼ
う

②

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
看
護
師
又
は
歯
科
衛
生
士
が
配
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

③

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤

当
該
療
養
に
つ
い
て
十
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

。
⑥

届
出
月
か
ら
起
算
し
て
六
月
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
又
は
届
出

後
当
該
療
養
を
二
十
例
実
施
す
る
ま
で
の
間
は
、
一
月
に
一
回
、

地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
当
該
療
養
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告

す
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
二

削
除

九

（
略
）

十
三

（
略
）

（
削
る
）

十
四

多
焦
点
眼
内
レ
ン
ズ
を
用
い
た
水
晶
体
再
建
術

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

白
内
障

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

専
ら
眼
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に
つ
い
て
五
年
以
上
の
経

験
を
有
す
る
こ
と
。

②

眼
科
専
門
医
（
公
益
財
団
法
人
日
本
眼
科
学
会
が
認
定
し
た
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

④

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師

又
は
補
助
を
行
う
医
師
と
し
て
十
五
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て

お
り
、
そ
の
う
ち
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
と
し
て

十
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑤

公
益
社
団
法
人
日
本
白
内
障
屈
折
矯
正
手
術
学
会
が
実
施
す
る

安
全
に
関
す
る
知
識
の
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
。

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準



①

眼
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

②

視
能
訓
練
士
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
十
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

。
④

関
係
学
会
と
連
携
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
・
十
一

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）

（
削
る
）

十
七

角
膜
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
遺
伝
子
解
析

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

角
膜
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

専
ら
眼
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に
つ
い
て
五
年
以
上
の
経

験
を
有
す
る
こ
と
。

②

眼
科
専
門
医
又
は
臨
床
遺
伝
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

④

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師

と
し
て
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

①

眼
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

②

臨
床
検
査
技
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
届
出
後
当
該
療
養
を
初
め

て
実
施
す
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
開
催
す
る
こ
と
。

⑤

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑥

遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑦

当
該
療
養
に
つ
い
て
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
八

Ｍ
Ｅ
Ｎ
１
遺
伝
子
診
断

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

多
発
性
内
分
泌
腫
瘍
症
１
型
（
Ｍ
Ｅ
Ｎ
１
）
が
疑
わ
れ
る
も
の
（
原



発
性
副
甲
状
腺
機
能
亢
進
症
（
ｐ
Ｈ
Ｐ
Ｔ
）
（
多
腺
性
で
な
い
も
の
に

こ
う

あ
っ
て
は
、
四
十
歳
以
下
の
患
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
多
発

性
内
分
泌
腫
瘍
症
１
型
（
Ｍ
Ｅ
Ｎ
１
）
に
係
る
内
分
泌
腫
瘍
症
（
当
該

患
者
の
家
族
に
多
発
性
内
分
泌
腫
瘍
症
１
型
（
Ｍ
Ｅ
Ｎ
１
）
に
係
る
内

分
泌
腫
瘍
を
発
症
し
た
者
が
あ
る
場
合
又
は
多
発
性
内
分
泌
腫
瘍
症
１

型
（
Ｍ
Ｅ
Ｎ
１
）
に
係
る
内
分
泌
腫
瘍
を
複
数
発
症
し
て
い
る
場
合
に

限
る
。
）
）

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

内
分
泌
代
謝
科
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
内
分
泌
学
会
が

認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
外
科
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日

本
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
耳
鼻

咽
喉
科
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会
が
認
定

し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
臨
床
遺
伝
専
門
医
で
あ

る
こ
と
。

②

当
該
療
養
に
つ
い
て
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師

と
し
て
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

①

内
科
又
は
外
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

②

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
常
勤
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

③

臨
床
検
査
技
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
届
出
後
当
該
療
養
を
初
め

て
実
施
す
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
開
催
す
る
こ
と
。

⑥

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑦

遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑧

当
該
療
養
に
つ
い
て
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。



十
二

ウ
イ
ル
ス
に
起
因
す
る
難
治
性
の
眼
感
染
疾
患
に
対
す
る
迅
速
診
断

十
九

ウ
イ
ル
ス
に
起
因
す
る
難
治
性
の
眼
感
染
疾
患
に
対
す
る
迅
速
診
断

（
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
）

（
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

施
設
基
準

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

（
略
）

①

（
略
）

②

眼
科
専
門
医
（
公
益
財
団
法
人
日
本
眼
科
学
会
が
認
定
し
た
も

②

眼
科
専
門
医
又
は
感
染
症
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
感
染

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
感
染
症
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人

症
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と

日
本
感
染
症
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

。

る
こ
と
。

③
・
④

（
略
）

③
・
④

（
略
）

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

十
三
～
十
七

（
略
）

二
十
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

腹
腔
鏡
下
傍
大
動
脈
リ
ン
パ
節
郭
清
術

（
削
る
）

く
う

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

子
宮
体
が
ん
（
ス
テ
ー
ジ
が
Ｉ
Ａ
期
で
あ
っ
て
グ
レ
ー
ド
３
若
し
く

は
特
殊
型
（

漿

液
性
腺
が
ん
、
明
細
胞
腺
が
ん
、
が
ん
肉
腫
等
）
の

し
よ
う

も
の
又
は
ス
テ
ー
ジ
が
Ｉ
Ｂ
期
若
し
く
は
Ⅱ
期
と
疑
わ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

専
ら
婦
人
科
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
。

②

婦
人
科
腫
瘍
専
門
医
（
公
益
社
団
法
人
日
本
婦
人
科
腫
瘍
学
会

が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師

と
し
て
三
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

④

腹
腔
鏡
手
術
に
つ
い
て
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

く
う

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

①

産
婦
人
科
又
は
婦
人
科
、
病
理
診
断
科
及
び
麻
酔
科
を
標
榜
し

ぼ
う



て
い
る
こ
と
。

②

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
常
勤
の
医
師
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

③

産
婦
人
科
又
は
婦
人
科
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
五
年
以
上
の
経
験

を
有
し
、
開
腹
の
子
宮
悪
性
腫
瘍
手
術
に
つ
い
て
二
十
例
以
上
実

施
し
た
経
験
、
腹
腔
鏡
下
膣
式
子
宮
全
摘
術
に
つ
い
て
二
十
例
以

く
う

上
実
施
し
た
経
験
及
び
腹
腔
鏡
下
子
宮
悪
性
腫
瘍
手
術
に
つ
い
て

く
う

術
者
と
し
て
五
例
以
上
実
施
し
た
経
験
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
が

一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④

病
理
診
断
科
及
び
麻
酔
科
に
お
い
て
、
常
勤
の
医
師
が
そ
れ
ぞ

れ
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤

臨
床
工
学
技
士
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑥

診
療
放
射
線
技
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑦

病
床
を
百
床
以
上
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑧

当
該
療
養
を
実
施
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う

看
護
職
員
の
数
が
、
常
時
、
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お

い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る

数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑨

当
直
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑩

緊
急
手
術
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑪

二
十
四
時
間
院
内
検
査
を
実
施
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

⑫

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑬

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
場
合
に
事
前
に
開

催
す
る
こ
と
。

⑭

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑮

当
該
療
養
に
つ
い
て
三
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と



。
⑯

子
宮
悪
性
腫
瘍
手
術
が
一
年
間
に
合
わ
せ
て
二
十
例
以
上
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑰

公
益
社
団
法
人
日
本
婦
人
科
腫
瘍
学
会
に
対
し
症
例
を
登
録
す

る
こ
と
。

十
八

（
略
）

二
十
六

（
略
）

十
九

腹
腔
鏡
下
ス
リ
ー
ブ
状
胃
切
除
術
及
び
十
二
指
腸
空
腸
バ
イ
パ
ス
術

二
十
七

腹
腔
鏡
下
ス
リ
ー
ブ
状
胃
切
除
術
及
び
十
二
指
腸
空
腸
バ
イ
パ
ス

く
う

く
う

術

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

施
設
基
準

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

（
略
）

①

（
略
）

②

外
科
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も

②

外
科
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

③
～
⑤

（
略
）

③
～
⑤

（
略
）

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

二
十

（
略
）

二
十
八

（
略
）

二
十
一

Ｂ
ｉ
ｒ
ｔ
―
Ｈ
ｏ
ｇ
ｇ
―
Ｄ
ｕ
ｂ

（
Ｂ
Ｈ
Ｄ
）
症
候
群
の
遺
伝

二
十
九

Ｂ
ｉ
ｒ
ｔ
―
Ｈ
ｏ
ｇ
ｇ
―
Ｄ
ｕ
ｂ

（
Ｂ
Ｈ
Ｄ
）
症
候
群
の
遺
伝

é

é

子
診
断

子
診
断

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

施
設
基
準

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

（
略
）

①

（
略
）

②

臨
床
遺
伝
専
門
医
で
あ
っ
て
、
総
合
内
科
専
門
医
（
一
般
社
団

②

臨
床
遺
伝
専
門
医
で
あ
っ
て
、
総
合
内
科
専
門
医
（
一
般
社
団

法
人
日
本
内
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
小
児
科
専

法
人
日
本
内
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
小
児
科
専

門
医
、
皮
膚
科
専
門
医
、
精
神
科
専
門
医
、
外
科
専
門
医
、
整
形

門
医
、
皮
膚
科
専
門
医
、
精
神
科
専
門
医
、
外
科
専
門
医
、
整
形

外
科
専
門
医
（
公
益
社
団
法
人
日
本
整
形
外
科
学
会
が
認
定
し
た

外
科
専
門
医
（
公
益
社
団
法
人
日
本
整
形
外
科
学
会
が
認
定
し
た

も
の
を
い
う
。
）
、
産
婦
人
科
専
門
医
、
眼
科
専
門
医
、
耳
鼻
咽

も
の
を
い
う
。
）
、
産
婦
人
科
専
門
医
、
眼
科
専
門
医
、
耳
鼻
咽

喉
科
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会
が
認
定
し

喉
科
専
門
医
、
泌
尿
器
科
専
門
医
、
脳
神
経
外
科
専
門
医
、
放
射

た
も
の
を
い
う
。
）
、
泌
尿
器
科
専
門
医
、
脳
神
経
外
科
専
門
医

線
科
専
門
医
、
麻
酔
科
専
門
医
（
公
益
社
団
法
人
日
本
麻
酔
科
学

、
放
射
線
科
専
門
医
、
麻
酔
科
専
門
医
（
公
益
社
団
法
人
日
本
麻

会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
病
理
専
門
医
（
一
般
社
団
法



酔
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
病
理
専
門
医
（
一
般

人
日
本
病
理
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

社
団
法
人
日
本
病
理
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

臨
床
検
査
専
門
医
（
日
本
臨
床
検
査
医
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を

。
）
、
臨
床
検
査
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
臨
床
検
査
医
学

い
う
。
）
、
救
急
科
専
門
医
（
日
本
救
急
医
学
会
学
会
が
認
定
し

会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
救
急
科
専
門
医
（
一
般
社
団

た
も
の
を
い
う
。
）
、
形
成
外
科
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本

法
人
日
本
救
急
医
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
形
成
外

形
成
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ

科
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
形
成
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も

ー
シ
ョ
ン
科
専
門
医
（
公
益
社
団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

の
を
い
う
。
）
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
専
門
医
（
公
益
社

ン
医
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を

い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

③
～
⑤

（
略
）

③
～
⑤

（
略
）

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

先
進
医
療

先
進
医
療

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二
及
び
三

削
除

二
・
三

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
削
る
）

六

削
除

四
～
八

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

（
削
る
）

十
二
及
び
十
三

削
除

九

（
略
）

十
四

（
略
）

（
削
る
）

十
五
及
び
十
六

削
除

十

（
略
）

十
七

（
略
）

（
削
る
）

十
八

削
除

十
一
・
十
二

（
略
）

十
九
・
二
十

（
略
）

（
削
る
）

二
十
一

削
除

十
三

（
略
）

二
十
二

（
略
）

（
削
る
）

二
十
三

ベ
ペ
ル
ミ
ノ
ゲ
ン
ペ
ル
プ
ラ
ス
ミ
ド
に
よ
る
血
管
新
生
療
法

閉

塞
性
動
脈
硬
化
症
又
は
ビ
ュ
ル
ガ
ー
病
（
血
行
再
建
術
及
び
血
管
内
治
療

が
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ン
タ
ン
分
類
Ⅲ
度
又
は
Ⅳ
度
の
も
の
に

限
る
。
）



十
四

（
略
）

二
十
四

（
略
）

（
削
る
）

二
十
五

標
識
メ
チ
オ
ニ
ン
を
用
い
た
ポ
ジ
ト
ロ
ン
断
層
撮
影
に
よ
る
再

11Ｃ

発
の
診
断

頭
頸
部
腫
瘍
（
原
発
性
若
し
く
は
転
移
性
脳
腫
瘍
（
放
射
線

け
い

治
療
を
実
施
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
半
年
以
上
経
過
し
た
患
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
上
咽
頭
、
頭
蓋
骨
そ
の
他
脳
に
近
接
す
る
臓
器
に
発

生
す
る
腫
瘍
（
放
射
線
治
療
を
実
施
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
半
年
以
上
経

過
し
た
患
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
再
発
が
疑
わ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）

十
五
・
十
六

（
略
）

二
十
六
・
二
十
七

（
略
）

（
削
る
）

二
十
八

削
除

十
七
～
十
九

（
略
）

二
十
九
～
三
十
一

（
略
）

（
削
る
）

三
十
二

削
除

二
十
～
二
十
二

（
略
）

三
十
三
～
三
十
五

（
略
）

（
削
る
）

三
十
六
及
び
三
十
七

削
除

二
十
三
・
二
十
四

（
略
）

三
十
八
・
三
十
九

（
略
）

（
削
る
）

四
十

標
識
メ
チ
オ
ニ
ン
を
用
い
た
ポ
ジ
ト
ロ
ン
断
層
撮
影
に
よ
る
診
断

11Ｃ
初
発
の
神
経
膠
腫
が
疑
わ
れ
る
も
の
（
生
検
又
は
手
術
が
予
定
さ
れ
て

こ
う

い
る
患
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
五
～
二
十
七

（
略
）

四
十
一
～
四
十
三

（
略
）

（
削
る
）

四
十
四

削
除

二
十
八
～
三
十
一

（
略
）

四
十
五
～
四
十
八

（
略
）

（
削
る
）

四
十
九

削
除

三
十
二
～
四
十
四

（
略
）

五
十
～
六
十
二

（
略
）

（
削
る
）

六
十
三

削
除

四
十
五
～
五
十
九

（
略
）

六
十
四
～
七
十
八

（
略
）

六
十

マ
ル
チ
プ
レ
ッ
ク
ス
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査

進
行
再
発
固
形
が
ん
（

（
新
設
）

非
小
細
胞
肺
が
ん
、
乳
が
ん
、
胃
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
膵
が
ん
又
は
胆
道

す
い

が
ん
に
限
る
。
）

第
四

患
者
申
出
療
養
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し

第
四

患
者
申
出
療
養
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施

て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施



す
る
患
者
申
出
療
養

す
る
患
者
申
出
療
養

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

削
除

（
削
る
）

五

削
除

四
～
六

（
略
）

六
～
八

（
略
）


